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「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」への意見 

 

１．団体 

２．社団法人日本図書館協会（理事長：塩見 昇） 

３．東京都中央区新川１－１１－１４ 

４．０３－３５２３－０８１１ 

５．Ⅰ 聴覚障害者等福祉関係 

６．貸出しを受けようとする聴覚障害者等を登録する制度については，著作権法第３７条

の２第２号に基づいて作成された字幕等を挿入した映像資料が目的外に利用されることを

防ぐ意味でも，整備する意義があるものと考えます。 

しかし，「聴覚障害者等福祉関係」の②の iおよび ii については，そもそも，改正後の

著作権法第４９条第１項第１号により目的外使用となるはずであり，特に図書館等におい

ては，字幕等を挿入した映像資料についてのみ，各施設が規程等を設けることには違和感

があると言わざるを得ません。 

また，「貸出し業務を適正に行うための管理者」については，その責任の範囲が明確では

なく，仮に，貸出しを受けた利用者が目的外使用となる利用を行った場合に，当該管理者

にも一定の責任が及ぶとするなら，貸出し業務の萎縮につながり，ひいては今回の著作権

法改正の目的のひとつである「障害者の情報利用の機会の確保」に対しても障壁となりか

ねません。ついては，貸出し業務の萎縮につながるような管理義務を負うことのない範囲

での責任にとどめるべきと考えます。 

 

（2009 年 12 月 11 日提出） 


